
　

健
康
で
働
く
意
欲
を
持
っ
て
い
る
高
齢

者
の
方
が
、
生
き
が
い
の
充
実
や
優
れ
た

能
力
を
積
極
的
に
活
用
し
、
地
域
社
会
に

貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
団
体
で
す
。

　

就
業
を
得
た
い
方
、
ま
た
は
、
短
期
的

臨
時
的
な
仕
事
を
依
頼
し
た
い
方
は
、
シ

ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

　

薩
摩
川
内
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

で
は
、
植
木
の
手
入
れ
や
草
取
り
・
食
事

の
支
度
な
ど
、
上
記
の
よ
う
な
仕
事
の
依

頼
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

薩
摩
川
内
市
民
で
あ
り
、
原
則
60
歳
以

上
で
働
く
意
欲
の
あ
る
方
な
ら
、
ど
な
た

で
も
会
員
に
な
れ
ま
す
。

＊
年
会
費
１
５
０
０
円
が
必
要
で
す
。

■ 

市
役
所
＝
本
庁
高
齢
・
介
護
福
祉
課
高

齢
者
福
祉
グ
ル
ー
プ

　

 

（
23
）５
１
１
１（
内
線
２
６
７
３
・　

２
６
７
４
）

■
薩
摩
川
内
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　

＊
下
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

仕
事
の
依
頼

■�本　　　所　百次町 1090 番地１　　�� ���（20）5819�����（20）6064　（担当地域＝川内・樋脇・東郷）
■�東　支　所　入来町副田 6029 番地１�� ���（44）3780�����（44）3770　（担当地域＝入来・祁答院）
■�上甑島支所　上甑町中甑 481 番地１　����（２）1185
■�下 甑 支 所 　下甑町手打 955 番地３�　���（７）0246�

子どもの

家具などの移動

洗濯

障子・ふすまの

見守り

シルバー人材センターを
ご存知ですか?

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
と
は

こんな仕事をお引き受けしています
お気軽にご利用ください

【薩摩川内市シルバー人材センター問合先】

会
員
募
集

問�

合�

先
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ち
ょ
っ
し
も
た
。
交
通
災
害
共
済
を
掛

け
忘
れ
ち
ょ
っ
た
。

　
大
丈
夫
、
今
か
ら
で
も
加
入
で
き
ま
す
。

　

わ
ず
か
な
掛
け
金
で
万
が
一
の
交
通
事
故
に

備
え
る
交
通
災
害
共
済
制
度
は
、
加
入
し
て
い

る
方
々
の
掛
け
金
な
ど
で
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

４
月
１
日
以
降
に
加
入
さ
れ
た
方
の
共
済
期

間
は
、
掛
金
を
振
り
込
ま
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
翌

年
３
月
末
ま
で
と
な
り
ま
す
の
で
、
安
心
で
す
。

　
交
通
災
害
共
済
制
度
の
し
く
み
　

■
加
入
で
き
る
方

　

４
月
１
日
現
在
で
本
市
に
住
民
登
録
を
し
て

い
る
方
は
、
年
齢
に
関
係
な
く
誰
で
も
加
入
で

き
ま
す
。

＊
外
国
人
住
民
も
含
み
ま
す
。

■
加
入
申
込
方
法

　

本
年
２
月
に
各
世
帯
に
送
付
し
た｢

薩
摩
川

内
市
交
通
災
害
共
済
加
入
申
込
書｣

に
よ
り
、

市
指
定
金
融
機
関
ま
た
は
本
庁
２
階
公
金
取
扱

所
で
掛
け
金
を
納
入
し
て
く
だ
さ
い
。

＊ 

加
入
申
込
書
を
紛
失
し
た
り
、
加
入
人
数
に

変
更
が
あ
る
場
合
は
再
発
行
し
ま
す
の
で
、

問
合
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
共
済
掛
け
金

　

一
年
ご
と
に
加
入
者
１
人
に
つ
き
５
０
０
円

で
す
。
途
中
加
入
者
に
つ
い
て
も
同
額
で
す
。

　

共
済
期
間
開
始
後
の
転
出
・
死
亡
の
場
合
、

掛
け
金
は
返
還
さ
れ
ま
せ
ん
。

■
共
済
期
間

　

加
入
日
翌
日
か
ら
平
成
27
年
３
月
31
日
ま
で

で
す
。

＊ 

本
年
３
月
ま
で
に
納
付
さ
れ
た
方
は
平
成
26

年
４
月
１
日
か
ら
平
成
27
年
３
月
31
日
ま
で

で
す
。

■�

交
通
災
害
共
済
見
舞
金
の
請
求
忘

れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

不
幸
に
し
て
交
通
事
故
に
遭
わ
れ
、
医
療
機

関
で
治
療
を
受
け
ら
れ
た
方
に
は
、
治
療
実
日

数
に
応
じ
て
見
舞
金
が
給
付
さ
れ
ま
す
。（
交
通

事
故
に
よ
る
治
療
実
日
数
が
７
日
以
上
の
方
が

対
象
と
な
り
ま
す
。）

　

ま
た
、
見
舞
金
の
請
求
は
交
通
事
故
が
発
生

し
た
日
か
ら
２
年
以
内
で
す
。

　

自
動
車
に
限
ら
ず
、
自
転
車
の
転
倒
事
故
の

場
合
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

も
し
事
故
に
遭
わ
れ
、
ま
だ
見
舞
金
の
請
求

を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　

不
明
な
こ
と
や
問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
、

問
合
先
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

＊ 

事
故
に
遭
っ
た
ら
、
自
損
事
故
で
あ
っ
て
も

必
ず
警
察
に
届
け
ま
し
ょ
う
。

等級 災害の程度 見舞金 件数 支払額
１等級 死亡の場合 1,000 0 0
２等級 治療実日数１８０日以上の傷害 180 11 1,980
３等級 治療実日数１５０日以上１８０日未満の傷害 135 8 1,080
４等級 治療実日数１２０日以上１５０日未満の傷害 115 4 460
５等級 治療実日数　９０日以上１２０日未満の傷害 95 11 1,045
６等級 治療実日数　６０日以上　９０日未満の傷害 75 19 1,425
７等級 治療実日数　３０日以上　６０日未満の傷害 55 24 1,320
８等級 治療実日数　１５日以上　３０日未満の傷害 35 15 525
９等級 治療実日数　　７日以上　１５日未満の傷害 25 12 300

合   計 104 8,135

交
通
災
害
共
済
に

　
　 
加
入
し
ま
し
ょ
う

掛
け
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
年
度

途
中
か
ら
で
も
加
入
で
き
ま
す
。

【
問
合
先
】
＝�

本
庁
市
民
課
市
民
相
談
グ
ル
ー
プ

（
内
線
２
５
６
２
）ま
た
は
各
支

所
地
域
振
興
課

平成25年度薩摩川内市交通災害共済見舞金支払状況  (単位：件、千円) 
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